
第３次あま市地域福祉計画（案）及び
第２次あま市成年後見制度利用促進基本計画（案）の

パブリックコメント実施要領

区分 内容

件名
　第３次あま市地域福祉計画（案）
　第２次あま市成年後見制度利用促進基本計画（案）

目的

　市では、平成３１年３月に策定しました「第２次あま市地域福祉計画」及び「あま
市成年後見制度利用促進基本計画」の改定時期を迎え、見直しを含めて令和５年
度に「第３次あま市地域福祉計画」及び「第２次あま市成年後見制度利用促進基
本計画」の一体的な策定を進めております。
　地域福祉計画は社会福祉法第１０７条の規定に基づき、地域における高齢者の
福祉、障がい者の福祉、児童の福祉その他の福祉の各分野の上位計画として位
置づけられ、地域福祉の推進に関する事項を一体的に定める計画です。
　成年後見制度利用促進基本計画は成年後見制度の利用の促進に関する法律
第１４条に基づき、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が十
分でない方の権利擁護に関する事項を定める計画です。
　この度、両計画の計画書案がまとまりましたので、その内容について広く市民の
皆様のご意見を募集します。

意見の募集期間
（閲覧期間）

　令和６年１月４日（木）から令和６年２月２日（金）まで

閲覧場所

○社会福祉課
　　※土日、祝日を除く、午前８時３０分から午後５時１５分まで
○市公式ウェブサイト
　　（https://www.city.ama.aichi.jp/）

意見を提出
できる方

○市内に住所を有する方
○市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
○パブリックコメント手続に係る施策に利害関係を有する方

意見の提出方法

　閲覧場所及び市公式ウェブサイトに用意する様式をご使用いただくか、任意様
式により、以下の項目をご記載いただき、ご提出ください。
　①件名（「地域福祉計画（案）等」についての意見）
　②氏名又は法人名
　③住所又は所在地
　④電話番号
　⑤ご意見等

意見の提出先

○窓口の場合
　　あま市役所　１階　９番窓口　社会福祉課
○郵送の場合
　　〒４９７－８６０２
　　　あま市七宝町沖之島深坪１番地　社会福祉課宛て
○ファックスの場合
　　０５２－４４４－１０７４　社会福祉課宛て
○電子メールの場合
　　fukushi@city.ama.lg.jp　社会福祉課宛て

意見の取り扱い
及び応答方法

　期間中にいただいたご意見は計画策定の参考にするほか、原則公開します。
　ただし、氏名、住所、連絡先などの個人情報は、あま市個人情報の保護に関す
る法律施行条例に従い、適正管理し、公表いたしません。
　なお、個別の回答は行いません。また、電話や口頭での意見は受け付けしませ
ん。

募集・公表の
周知方法

○広報あま及び市公式ウェブサイトにて周知


